
久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会

式次第

1. 開会

2. 審議事項

平成 29年 1月 17日(火) 1 3 : 3 0 

田主丸総合支所 202会議室

( 1 )田主丸流通センターの委託手数料について

3. 報告事項

( 1 )田主丸流通センターの取引状況について

4. その他



久留米市地方卸売市場田主丸流通センタ一条例・久留米市中央卸売市場業務条例 対照表

田主丸流通センター 中央卸売市場

0久留米市地方卸売市場田主丸流通センタ一条例 0久留米市中央卸売市場業務条例

(委託手数料の率) (委託手数料の率の承認)

第47条 卸売業者が、卸売のための販売の委託の引受けについてそ 第60条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてそ

の委託者から収受する手数料は、卸売金額に 100分の 10以内の率 の委託者から収受する委託手数料の率を定めるときは、あらかじめ市

を乗じて得た金額とする。 長の承認を受けなければ、ならない。当該委託手数料の率を変更しよう

とする場合も間様とする。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところに

より、市長に申誇しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該申請の承認をしてはならない。

(1) 委託手数料の率により、委託者に対して不当に差別的な取扱いが

生じること、公正かっ適正な取引が損なわれること、卸売業者の財務

の健全性が損なわれること等が生じることにより生鮮食料品等の円

滑な供給に支障が生じるおそれがあるとき。

(2) その他市長が不適切と認めるとき。

4 卸売業者は、第1項の規定により承認を受けた委託手数料の率を

卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により委託者

に周知しなければならない。

(委託手数料の率の変更等の命令)

第 60条の 2 市長は、前条第 1項の規定による承認後、当該委託手

数料の率が前条第 3項第 1号又は第 2号の規定に該当するときは、卸

売業者に対し、委託手数料の率の変更その他の必要な改善措置をとる

べき旨を金T:Qことができる。



田主丸流通センター品目別売上推移 (単位:万円)

品目 年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 I 

主ン主じ主..t主問主~ 13.961 12.497 11.034 9，939 6，573 4，736 1，953 757 1.025 643 499 375 560 419 

一一
大物 琵上割合 16% 15% 14% 13% 9% 1可l 3% 1% 2弘 1% 1% 1弘 1九 1九

一一
前年比 84% 90% 88% 90% 66% 72九 41% 39% 135% 63% 78九 75% 149% 75%1 

L主J主c.J:ー主『胃主r1 39，014 36.067 35，342 36，499 34，638 33，102 32，489 30，993 31，805 26，085 26，369 22，800 21，102 

中小物 売上割合 45九 45九 45% 47% 49% 52九 55% 56% 59九 49見 49九 46九 44出 44% 

前年比 98見 92% 98% 103% 95% 96% 98% 95% 103% 82% 101% 86見 93% 91% 

主:.J主じ主叩tf，司生「 27，454 26，361 25，723 26，492 26.152 23.154 20，800 20，735 18，660 17，456 18，172 18，147 17，560 16.238 

鉢物 売上割合 31% 33% 33% 34% 37% 36見 36% 38% 35% 33% 34% 36% 36弘 37目
一一一一一一，

前年比 95% 96% 98% 103% 99% 89% 90% 100% 90% 94% 104% 100% 97% 92% 

主ン主じ蜘ムL帽宅『百主「1 6.827 5，711 5，648 4，494 ー 3，639 3，240 3，335 2.859 2.099 2.043 2.469 1.751 1，753 1，192 

資材 売上割合 8% 7% 7% 6% 5% 5% 6% 5% 4弘 4弘 5九 4% 4% 3% 

一
前年比 87% 84九 99% 80% 81出 89九 103% 86% 73九 97目 121% 71出 100出 68% 

三フ士Eご情しLτI苦士奇‘ 6，959 6，143 6，742 7，400 6，760 
日一一l同~一一一

注文 売上害IJ合 13% 11 % 14% 15% 15% 
自-~--一一

前年比 88% 110% 110% 91目|

合計 l 売上高 87，256 80，636 77，747 77，424 71.002 64，232 58，577 55，344 53，589 53.186 53，652 49，815 48，375 43，7101 

前年比 92.4 96.4 99.6 91.7 90.5 91.2 94.5 96.8 99.2 100.9 92.8 97.1 90.4 I 
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買受者・出荷者の推移

翼受者年度別買党金額推移 出荷者年度別出荷金額推移
年度 50万円以上 200万円以上 500万円 50万円以上 200万円以上 500万円50万円未満

200万円未満 500万円未満 以上
言十{人) 対21年度比 50万円未満 200万円未満 500万円未満 以上

計(人) 対21年度比

21 523 157 45 17 742 ~ 1.082 264 28 4 1，378 ~ 
22 513 154 40 14 721 97.2% 1，053 250 26 4 1，333 96.7% 

23 523 145 45 13 726 97.8% 1，000 247 31 3 1，281 93.0弘

24 463 142 50 12 667 89.9% 939 244 31 5 1，219 88.5弘

25 428 128 44 13 613 82.6% 909 222 33 4 1，168 84.8弘|

26 448 116 45 13 622 83.8% 903 203 28 7 1，141 82.8% 

27 409 128 36 12 585 78.8% 866 203 24 4 1，097 79.6% 
t… 

出荷数量の推移

年度 売上(円) 対21年度比 出荷【数A】(本) 対21年度比
成立数{本)

【B】/[A】 未成立数(本)
【G】/【A)

予〉 【B】 【c)

21 553，445，452 ~ 1，472，231 ~ 1，418，470 96.3% 53，761 3.7% 

22 96司8% 1，364，585 92.7% 95.4% 62，429 4.6出

23 531，857，466 96.1% 1，348，203 91.6出 94.5% 5.5覧

24 536，519，850 96.9% 1，232，848 83.7出 1，165，479 94.5% 67，369 5.5% 

25 498，145，125 90.0% 75.1目 1，058，314 95.7% 47，199 4.3% 

26 483，754，679 87.4% 1，107，623 75.2% 1，056，454 95.4弘 51，169 4.6% 

27 437，095，544 79.0弘 997，075 67.7出 937，661 94，0弘 59，414 6.0% 


